
議案第１３号   

 

札幌市一時保護施設の設備及び運営の基準に関する条例案 

   令和６年（２０２４年）９月１８日提出 

 

札幌市長 秋 元 克 広   

 

   札幌市一時保護施設の設備及び運営の基準に関する条例 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第１２条の４

第２項の規定に基づき、同条第１項の一時保護施設の設備及び運営に関する

基準を定めるものとする。 

 （設備及び運営に関する基準） 

第２条 前条の基準については、一時保護施設の設備及び運営に関する基準（令

和６年内閣府令第２７号）第３条から第３６条までに定めるところによる。 

 （委任） 

第３条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （設備に関する経過措置） 

２ この条例の施行の日において現に存する児童福祉法第１２条の４第１項の

一時保護施設（同日後に全面的に改築されたものを除く。）に係る設備につ

いては、一時保護施設の設備及び運営に関する基準第１５条の規定は適用せ

ず、札幌市児童福祉法施行条例（平成２４年条例第６２号）第１９２条の規

定を準用する。 

 （指導教育担当職員に関する経過措置） 

３ 令和８年３月３１日までの間は、一時保護施設の設備及び運営に関する基

準第２０条第３項の規定にかかわらず、児童福祉法第１２条の４第１項の一

時保護施設には、同法第１２条の３第２項第６号に規定する児童福祉司であ



って、当該一時保護施設の職員の指導及び教育を行うために必要な知識及び

経験を有する者として本市の児童相談所長が適当と認めた者を指導教育担当

職員として置くことができる。 

 

 （理 由） 

 児童福祉法の一部改正に伴い、一時保護施設の設備及び運営に関する基準を

定めるため、本案を提出する。  


